
２７第３３号議案  

 

愛知県体育施設及び社会教育施設管理規則の一部改正について 

このことについて、愛知県体育施設及び社会教育施設管理規則の一部を改正した

いので、別添案を添えて請議します。 

平成２７年１１月１１日提出 

 

教育長 野 村 道 朗   

 

説 明 

この案を提出するのは、愛知県岡崎総合運動場及び愛知県一宮総合運動場の野球

施設の附属照明設備の老朽化に伴い当該設備を撤去するため、両施設の利用時間を

改正するため必要があるからである。 

 

  

  

  



愛知県体育施設及び社会教育施設管理規則の一部改正の概要 

 
 

 

第１ 改正の概要・理由  愛知県岡崎総合運動場及び愛知県一宮総合運動場の野球施設の附属照明設備の老朽化

に伴い当該設備を撤去するため、施設の利用時間を改正する。 

 

第２ 改 正 の 内 容  野球施設の利用時間 

施設名 野球施設の利用時間 

愛知県岡崎総合運動場 ４月１日から９月30日までの期間 

午前８時から午後６時まで 

10月１日から翌年３月31日までの期間

午前９時から午後５時まで 
愛知県一宮総合運動場 

 

第３ 施 行 期 日  公布の日 

 

 

 

愛知県体育施設及び社会

教育施設条例の改正 

平成27年９月議会 

 

減収見込み 

・愛知県岡崎総合運動場

   616千円 

 （うち照明設備分 

520千円） 

・愛知県一宮総合運動場

 1,116千円 

 （うち照明設備分 

945千円） 
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